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No.1434

令和２年（2020年）

7/1 区のおしらせ

「第31回中央区大江戸まつり盆おどり大会」
「令和２年度中央区敬老大会」中止のお知らせ

　例年実施している本行事開催に向け、準備を進めていましたが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今年度の開催を
中止します。
　開催を心待ちにされていた皆さんには大変申し訳ありませんが、
ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
◎盆踊り練習会も行いません。

逢・中央区大江戸まつり盆おどり大会について
　　中央区大江戸まつり実行委員会事務局（地域振興課コミュニティ支援係）
　　☎（３５４６）５３３７
　・中央区敬老大会について
　　高齢者福祉課高齢者福祉係
　　☎（３５４６）５３５４

暮らしや働き方の
新 し い 日 常

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、暮らしや働く場での
感染拡大を防止する習慣＝「新しい日常」を一人一人が実践しましょう。

（都のホームページから一部抜粋）
を実践しましょう

「３つの密」を
避けて行動

・通販や
　キャッシュレスも
　活用しよう

・レジで並ぶ時は間隔を空けよう

買い物

・換気や消毒など、職場に
　応じた工夫をしよう

・テレワークや
　時差出勤を広げよう

・ソーシャルディスタンス
　（適切な距離）を
　保とう

2m

人との
距離の確保

　中央区観光協会と中央区商店街連合会では、会員である飲食店
のデリバリーやテイクアウトのメニューを観光協会のホームペー
ジで紹介しています。老舗や名店の味をご自宅でお楽しみいただ
けます。お届けや予約などの詳細はホームページを参照の上、各
店舗にお問い合わせください。
逢中央区観光協会　☎（６２２８）７９０７
　中央区商店街連合会　☎（６２２８）７９０５

・テイクアウトやデリバリーも利用しよう
　例えば「デリバリー＆テイクアウト in 中央区」を利用しよう

・座り方を工夫しよう

働き方

食事

手洗いの徹底・
マスクの着用

②多くの人の
　密集する
　場所

③近距離での
　密接した
　会話

①換気の悪い
　密閉空間

　６月11日（木）、「東京アラート」が解除さ
れ、緩和措置が「ステップ３」に移行し、新
型コロナウイルス感染症拡大防止への取り
組みは着実に進んでいるものと受け止めて
おります。これもひとえに、区民お一人お
一人の多大なご理解とご協力の成果であり、
深く感謝申し上げます。
　本区においては、これまで５月１日付け
の対応方針を基本とした対応を行う中で、
区施設の休業など、区民の皆さんに大変ご
不便をお掛けしてまいりましたが、今後は
国および都の方針を踏まえ、必要な感染防
止策を講じた上で、段階的に区施設の再開、
イベントなどの開催を行ってまいります。
　区としては、「新しい日常」の下、一日も
早く活力ある中央区を取り戻せるよう、全
力で取り組んでまいります。

新型コロナウイルス
感染症に対する
本区の対応について
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　妊婦さんが、新型コロナウイルス
の感染を防ぐため定期健診や買い物
などに公共交通機関の使用を避けて
タクシーを利用する機会が増えるこ
とから、区が独自に贈呈している出
産支援祝品（タクシー利用券１万円）
に加え、さらにタクシー利用券１万
円を贈呈します。
対　象

　次のいずれかに該当する方

・ 令和２年５月７日（木）の時点で妊
婦であり、申請日において区内在
住の方

・ 申請日において妊婦であり、区内
在住の方
申請期限

　９月30日（水）まで
申請に必要なもの
郵送の場合
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止

のための追加支援分申請書
・ 妊娠が確認できる母子健康手帳の

妊娠経過欄または出生の証明欄の
記載のあるページの写し
窓口申請の場合
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止

のための追加支援分申請書
・ 妊娠が経過欄記載で確認できる母

子健康手帳または診断書
・ 健康保険証など申請者が本人であ

ることを確認できるもの
・印鑑（朱肉を使うもの）
◎ 申請書は申請場所で配布している

他、区のホームページからダウン

ロードすることも
できます。

◎ 申請は、本人また
は同居の親族ができます。それ以
外の方は、委任状が必要です。
申請場所

・区役所６階子育て支援課
・日本橋・月島特別出張所
・中央区保健所健康推進課
・日本橋・月島保健センター
◎ 詳しくは、区のホームページをご

覧ください。
逢子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

　新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、外出する機会が減り、運
動不足になることで、心身や認知機能の低下、免疫力の低下などが心配さ
れています。
　自宅でもできる簡単な運動などに取り組み、フレイルを予防しましょう。
逢高齢者福祉課高齢者活動支援係
　☎（３５４６）５３３４

　「粋トレ」は、転倒予防や認知機能の向上などに効果のある中央区オ
リジナルの介護予防プログラムです。
　ぜひ粋トレをご自宅で実践し、体力・免疫力のアップに
役立てましょう。

　健康教室に通うことが困難な方の自宅に保健師が訪問し、健康状態に
合わせて、１回２時間程度、簡単な体操や健康づくりのお話をします。
また、お電話での相談やアドバイスも行っています。
　フレイルの進行が心配な方、気持ちが沈んでうつ傾向の方など、ぜひ
お気軽にご相談ください。

住の公務員で、令和２年３月分の
児童手当受給者（令和２年３月ま
で中学生だった児童などがいる方）

◎ 特例給付受給者（児童１人につき
月額5,000円受給している方）は対
象外です。
申請手続
　勤務先から配布される申請書に必
要事項を記載し、児童手当の受給者
であることの証明を受け、郵送で子
育て支援課子育て支援係へ申請して
ください。

支給額
　児童１人につき10,000円
申請期間
　７月１日（水）から14日（火）まで
◎ 申請の最終期限は12月28日（月）で

す。
支給日
　７月31日（金）（予定）
◎ 申請が遅れた方は、給付金の支給

が８月以降になります。
逢子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

「令和２年度子育て世帯への
臨時特別給付金」の申請

　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている子育て世帯の生活を支
援するため、公務員（児童手当を職
場で受給している方）の臨時特別給
付金の受け付けを開始します。
◎ 公務員以外の児童手当受給者は、

６月30日（火）に振り込みをしてい

ます。振り込みが確認できない場
合は、お問い合わせください。
支給対象者
① 令和２年３月31日時点で中央区在

住の公務員で、令和２年４月分の
児童手当受給者

② 令和２年２月29日時点で中央区在

動画は区のホームページから見ることができます。

粋トレには７種類の体操があります
❶ウォーミングアップ  最初に体をほぐす体操
❷  基本の体操  
粋トレの基本となる体操

❸  ボール体操  
新聞紙とレジ袋
で作るボールを
使って行う体操

❹  タオル体操  
タオルを使って
行う体操

❺  マット体操  
床やマットに座
ったり、あおむ
けになって行う
体操

❻  ペア体操  
２人組になり椅
子に座って行う
体操

❼  クールダウン
最後に呼吸を整
える体操

それぞれの
体操は
約３分です

訪問までの流れ
　電話による申し込み受け付けの後、健康状態や健康づくりの目標
などを確認するために一度ご自宅に伺った後、定期的な訪問をスタ
ートします。
訪問期間
　月１～２回３カ月間
◎最長６カ月まで継続が可能です。
◎日程はご相談の上、決定します。
対　象
　健康教室に通うことが困難な65歳以上の区内在住者（要支援・要
介護認定を受けていない方）
内　容
・健康づくりに関する相談
・ご自宅でできる体操や口

こうくう

腔ケアなどの紹介
・体調に合わせた食事の取り方の紹介
費　用
　無料

基本の体操は
座って行うことも、
立って行うことも
できます

新型コロナウイルス感染症の感染防止のための
出産支援祝品（タクシー利用券）の追加支援

粋トレを行うと
こんな効果が期待できます！実感!

訪問健康づくりのご案内

「中央粋なまちトレーニング（粋トレ）」
 に取り組みましょう

フレイル（虚弱）を予防しましょう

公務員の方の

●�粋トレを３カ月間継続して行
った体験モニターの、体力測
定の結果より

小まめに水分補給
を行い、熱中症に
気を付けましょう

100％ 95.2％ 92.7％

体のバランス
能力が上がった

足の筋肉が
付いた

歩くスピードが
速くなった
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区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

喫煙する人もしない人も
気持ちよく過ごせる
環境づくりにご協力を

　公共の場所（区内全域の公道、公園、広場）での受動喫煙を防止するため、７月1日（水）
から「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」が施行されました。

喫煙者が守るべきルール 灰皿を設置する事業者が守るべきルール

・�子どもの通学時間帯に
灰皿を使わせない

・�喫煙をする人が多い
ときは、譲り合って
の利用を呼び掛ける

・�公共の場所では、
指定喫煙場所以外
で喫煙をしない

・�私有地で喫煙をする場合で
あっても、公共の場所にい
る人にたばこの煙を吸わせ
ない

・�近くに子どもや妊婦な
ど健康に配慮が必要な
人がいるときは喫煙を
控える

指定喫煙場所の設置 巡回パトロール員

　区では、指定喫煙場所を設置
して分煙環境の確保に努めてい
ます。喫煙は指定喫煙場所で行
ってください。別図のマークが
目印です。
　所在地など詳しく
は区のホームページ
をご覧ください。

　区では、ルールを守ってもら
うために、巡回パトロール員に
よる声掛けをしています。

別図

・�人通りの多い場所の
　近くに灰皿を置かない

指
定
喫
煙
場
所

逢�中央区受動喫煙防止対策コールセンター
　☎０５７０（０６０）１３１
　 （祝日・休日、年末年始を除く月～金曜

日の午前９時～午後５時）

　 中央区保健所生活衛生課受動喫煙対策
担当

　☎（３５４６）５７６２
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　区では、警察や地域の方から連絡
のあった不審者の目撃情報などを、
携帯電話やパソコンで利用できるメ
ールを介して、幼稚園や小・中学校
などに通うお子さんの保護者の方に
お知らせしています。利用をご希望
の方は、随時受け付けていますので
お申し込みください。
◎ 登録・配信は無料ですが、受信料

は自己負担となります。
◎ ちゅうおう安全・安心メールと異

なり、現在登録している方が再度
登録する必要はありません。

申し込み方法
区立幼稚園や小・中学校に通ってい
る場合
　現在通っている幼稚園、学校に申
し込む。
区内在住者で私立小・中学校などに
通学している場合
　区役所６階学務課学事係に申込者
の本人確認ができるもの（健康保険
証など）を持参して申し込む。
逢学務課学事係 
　☎（３５４６）５５１４

Chuo Safety and Security Mail
In Chuo city, we provide a service that emails disaster 
information etc. to mobile phones and PCs registered in 
advance so that citizens can receive disaster information 
quickly and accurately. Please use it as a means of 
information acquisition at the time of disaster.

◇ Delivery content ◇

ちゅうおう安全・安心メールとは
　気象・地震などの情報、区内で発
生した犯罪や子どもを狙った犯罪に
関する情報、消費生活に関する情報
などを、速やかに携帯電話などにメ
ールで配信するサービスです。メー

ルの配信を希望される方は、お持ち
の携帯電話などから登録してくださ
い。登録は案内に従い簡単にできま
すので、多くの方の登録をお待ちし
ています。
◎ 登録・配信（情報料）は無料ですが、

受信料はご負担願います。
現在登録している方へ

　７月１日（水）からサービス事業者
が新しくなるため、現在登録されて
いる方も、再登録をお願いします。

配信情報
　防犯情報、消費生活情報、地震、
津波、気象警報・注意報、災害時の
緊急のお知らせ、荒川洪水予報、神
田川洪水予報、週末の天気予報、熱
中症情報、竜巻注意情報
熱中症情報のご利用を
　９月30日（水）までの期間、熱中症
情報が配信されます。暑い夏を健康
に乗り切るため、ぜひご活用ください。
逢危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

.
•
•
•
• ko-bousai.tokyo-chuo-city@raiden2.ktaiwork.jp

ch-bousai.tokyo-chuo-city@raiden2.ktaiwork.jp

•
•

cn-bousai.tokyo-chuo-city@raiden2.ktaiwork.jp

The email will be sent from Chuo city Hall.
• Weather emergency warning
• Weather warning

en-bousai.tokyo-chuo-city@raiden2.ktaiwork.jp

•
•
•
•

•
•

• Crime Preven�on Informa�on
• Consumer Life Informa�on

利用登録手順
① 下記のEメールアドレスに、空メールを送信してください。
　絢��bousai.tokyo-chuo-city@raiden2.ktaiwork.jp
　◎ 二次元コードからEメールアドレスを読み取ることも 

できます。
　◎ メールの指定拒否、指定受信などの設定をされている方は 

「@raiden2.ktaiwork.jp」からのメール受信許可をお願いします。
　◎ 一つのアドレスから一つの言語のみ登録可能です。

② 登録用メールが返信されますので、メール本文に記載されたアドレ
スをクリックして登録画面へ進んでください。

③ 配信情報の選択を
行ってください。

④ 地震、津波、気象
警報・注意報、熱
中症情報を選択し
た場合については
詳細設定を行って
ください。

ここを
クリック

⑤ 設定内容の確認を
行ってください。

受け取りたい
配信情報を
選択

設定内容の確認を
行ったら 登録 を

クリックして完了です

Contact information
Chuo city Risk and Crisis Management Division

TEL 03-3546-5087

「こども安全安心メール」の配信
現在登録している方の
再登録は不要

ちゅうおう安全・安心メールの配信
現在登録している方も再登録をお願いします
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　内閣府では、７月を「青少年の非
行・被害防止全国強調月間」とし、
青少年の非行防止などについて取り
組みの強化を図っています。
　青少年を取り巻く社会環境の変化
は著しく、インターネットやスマー
トフォンを悪用した犯罪の発生、薬
物乱用や性非行の多発、さらには学
校でのいじめや不登校、学級崩壊な
ども懸念されています。加えて近年

　中央区子ども・子育て会議は、子
ども・子育て支援に関する施策の総
合的かつ計画的な推進に関し必要な
事項およびこれらの施策の実施状況
などについて審議を行う区の附属機
関です。
　区民の皆さんから幅広いご意見を
いただくため、委員として会議に参
加してくださる方を募集します。
　なお、公募委員以外の委員は、学
識経験者や子育て支援事業従事者な
どで構成される予定です。
応募資格
　次の全てに該当する方
・区内在住者（７月１日現在）
・ ０歳から小学生までのお子さんが

いる保護者またはこれから子育て
を考えている方で、子ども・子育
てに関心のある方

・ 国または地方公共団体の議員およ
び常勤の公務員以外の方

・ 本区の他の附属機関の委員などに
就任していない方

・ 年３回程度、平日夜間（午後６時
30分から２時間程度）に開催され
る「中央区子ども・子育て会議」に
出席できる方（状況によりさらに
回数が増える場合があります）

◎ お子さんの保育が必要となる場合
は託児対応をします。
募集人員
　３人
任　期
　２年（９月１日から令和４年８月

31日までの予定）
応募方法
　７月27日（必着）までに次の書類を
郵送または持参して応募する。
・所定の応募用紙
・ 作文　テーマ「中央区の子育て支

援について地域でできること」
（800字程度）

◎ 作文は、区が策定した「第２期中
央区子ども・子育て支援事業計画

（中央区こどもすくすくえがおプ
ラン）」をご覧の上、テーマに対す
る考えをお書きください。なお、
計画の内容については区のホーム
ページをご覧ください。

◎ 応募用紙は区役所６階子育て支援
課、日本橋・月島特別出張所に置
いてあります。また、区のホーム
ページからダウンロードすること
もできます。
選考方法
・一次選考　書類審査
・ 二次選考　面接（一次選考通過者

のみ、８月上旬頃実施予定）
◎ 選考結果はいずれも応募者全員に

通知します。
報　酬
　委員には、会議出席ごとに、区で
定める基準に基づき報酬をお支払い
します。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５１

は児童虐待、児童ポルノ事件などの
被害が増加しており、青少年の非行
および被害の防止が喫緊の課題にな
っています。
　青少年を非行などから守り健やか
に育てていくには、社会全体で取り
組む必要があります。それには、家
庭や学校を含めた地域が一体となり、

「青少年は地域社会が育む」という視
点に立って、関係機関・団体と連携
を密にした取り組みを進めることが
必要です。
区内の少年非行の概況
　区内警察署管内で昨年１年間に検
挙・補導された非行少年などは別表
のとおり219人です。
　区では中央・久松・築地・月島補
導連絡会や青少年対策地区委員会を
中心に、青少年の非行防止や健全育
成活動を推進しています。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
逢文化・生涯学習課青少年係
　☎（３５４６）５３０４

　月島スポーツプラザは大規模改修
工事を終え、８月３日（月）にリニュ
ーアルオープンします。機械設備の
更新やトイレの洋式化、多目的トイ
レの設置、プール床の防滑処理など
を施し、より使いやすくなりました。
開館時間
プール　
　午前７時
武道場、会議室
　午前９時
利用案内

　月島スポーツプラザには、プール、
第一武道場・第二武道場、会議室が
あります。プールは個人利用、団体
貸し切り利用ができます。武道場と
会議室は団体貸切利用で、第一武道
場は柔道・合気道、第二武道場は剣
道・空手道、会議室は会議や研修な
どに利用できます。
◎ 新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため、利用人数などの

制限があります。
８・９月分の団体利用申し込み

　８月３日（月）～９月30日（水）利用
分のプール、武道場、会議室の団体
利用申し込みは、下記のとおり行い
ます。申し込みが重複した場合は抽
選となります。なお、８月中はプー
ルの団体利用はできません。
申込開始日
　８月１日（土）９時～
申込受付場所
　月島スポーツプラザ
◎ 申し込みは、直接来館し、利用料

金の納入が必要です。
◎ 申し込み後の変更および利用料金

の還付はできません。
逢�スポーツ課体育施設係
　☎（３５４６）５５２９
　月島スポーツプラザ
　☎（３５３４）５８８３
◎ 月島スポーツプラザの電話の設置

は７月下旬を予定しています。

　飲酒運転は、重大な交通事故につ
ながる悪質・危険な犯罪で、厳しく
罰せられます。　
　これから夏本番を迎え、飲酒の機
会が増えると、飲酒運転や飲酒運転
に起因する交通事故の増加が懸念さ
れます。私たちのまちを安全で安心
なまちにするために、一人一人が次
の点に心掛けて、飲酒運転をなくし
ましょう。
・ お酒を飲んだら絶対に運転はしな

い。
・お酒を飲んだ人には車を貸さない。

・ 運転する人にはお酒を出さない・
勧めない。

・ お酒を飲んだ人には運転をさせな
い・同乗しない。

　皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
逢環境政策課交通対策係
　☎（３５４６）５４４３

青少年の非行・被害防止全国強調月間

中央区子ども・子育て会議
委員募集

７月１日（水）～31日（金）

　自分や家族が受けた診断や治療、
薬など医療に関しての不安や疑問は
ありませんか。
　「医療相談窓口」では、さまざまな
医療に関する相談などをお受けする
とともに、解決の糸口を探すお手伝
いをしています。
受け付け日時
　月～金曜日（土・日曜日、祝日・
休日、年末年始を除く）
　午前９時～午後４時
業務内容
・ 専任の相談員（看護師）が医療に関

する相談や、区内の診療所・歯科
診療所などに関する苦情および相
談をお受けします。

・ 患者さんと診療所・歯科診療所な
どとの信頼関係の構築を支援しま
す。

・ 中立的な立場から相談業務を行い、
問題解決に向けた助言を行います。

・ 相談に当たっては、相談者のプラ
イバシーを保護し、相談により不
利益を被ることがないようにしま
す。
例えばこんな時に
・自宅付近の医療機関を知りたい。
・ 医療についてどこに相談したら良

いのか分からない。
・ 医師や看護師などの職員の対応が

気になる。
・ 治療についての説明を受けたが、

その内容が分からない。
・薬の説明が分からない。
◎ 医療行為における過失や因果関係

の有無・責任の所在を判断・決定
したり、診療所・歯科診療所など
との紛争の介入や調停はできませ
ん。また、医療機関の良しあしの
判断や評価もできません。
相談専用電話
　☎（３５４５）１８７５
◎ 病院に関しては、東京都医療安全

支援センターにご相談ください。
東京都医療安全支援センター（患者
の声相談窓口）
　☎（５３２０）４４３５
逢�中央区保健所生活衛生課医事薬事

係
　☎（３５４１）５９３７

別表� （単位：人）
� 年次
学職 平成30年 令和元年 増△減

（対前年）

在
学
少
年

小学生 19 27 8
中学生 39 24 △15
高校生 217 139 △78
大学生 5 3 △2
その他 13 7 △6
計 293 200 △93

一
般
少
年

有　職 8 8 0
無　職 19 11 △8
計 27 19 △8

合　計 320 219 △101

月島スポーツプラザ
リニューアルオープン

飲酒運転させないＴＯＫＹＯキャンペーン
７月１日（水）～７日（火）

～ご相談は専用電話で受け付けています～

医療相談窓口
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令和２年（2020年）7月1日（水曜日） No.１４３４区のおしらせ 7 月 1 日号

中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30～ 10：40　PM3：00～ 3：10　PM9：30～ 9：40　祝日・休
日、年末年始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）（月～金曜日　AM10：40～ 11：00　PM3：10～ 3：30　PM9：40～ 10：00　土・
日曜日　AM10：00～ 10：20　PM3：00～ 3：20　PM9：40～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。

　現在、国民健康保
険に加入している方
で、高齢受給者証を
お持ちの方は、７月
31日（金）が有効期限
です。
　８月１日（土）から有効の高齢受給
者証は、７月下旬に郵送します。
　高齢受給者証の負担割合は、前年
度の所得をもとに判定されます（負
担割合の詳しい判定方法は別図１の
とおり）。

基準収入額適用申請
　３割負担と判定されても、収入金
額が一定額未満の場合、申請によっ
て２割負担となる場合があります

（別図１のとおり）。
　該当する方には、７月上旬に「基
準収入額適用申請書」を郵送します。
収入金額を証明できる書類（確定申
告書の写しなど）を添えて提出して
ください。
逢保険年金課資格係
　☎（３５４６）５３６２

　特定疾病療養受療証は、昨年の所
得を基に自己負担限度額の区分を判
定しているため、毎年７月31日が有
効期限となります。
　有効期限前に、新たな特定疾病療

養受療証を送付します。
◎ 更新の手続きをする必要はありま

せん。
逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０

　限度額適用認定証の交付を受けて
いる方は、医療機関の窓口に保険証
と共に提示することによって、保険
適用分の窓口での支払いが限度額ま
でとなります。
　現在お持ちの限度額適用認定証は、
７月31日（金）が有効期限です。更新
手続きのお知らせと申請書を７月初

旬にお送りしますので、必要な方は
更新手続きをしてください。
◎ 70歳以上の方のうち、所得に応じ

て限度額適用認定証が不要な方が
います。詳しくはお問い合わせく
ださい。

逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０

　７月下旬に送付するこの通知は、
現在処方されている先発医薬品をジ
ェネリック医薬品に切り替えた場合
に、軽減される薬代の見込み額をお
知らせするものです。ジェネリック
医薬品を使うことで、医療の質を落
とすことなく、皆さんの薬代の負担
を軽くするとともに、国民健康保険
が負担する医療給付費も低く抑える
ことができます。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

対　象
　ジェネリック医薬品への切り替え
による薬剤費軽減額が一定額以上見
込まれる方
◎ ジェネリック医薬品を使うときは、

医師や薬剤師にご相談ください。
◎ この通知は、全ての被保険者の方

にお送りするものではありません。
◎ 通知の受け取り後、特に手続きは

必要ありません。
逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６１

　新型コロナウイルス感染症の影響
を踏まえ、令和２年２月末から令和
３年２月末までに障害年金診断書の
提出期限を迎える方について、提出
期限を１年間延長します。
既に診断書を提出された方
　診断書を審査した上で、以下の取
り扱いとします。
・ 障害等級継続または増額改定と判

定された場合は、延長前の提出期
限の翌月から、判定結果を反映し
ます。

・ 減額改定、支給停止と判定された

場合は、現状の支給を継続し、延
長後の提出期限時に、再度、診断
書を提出いただき、審査、判定を
行います。

◎ 今回の提出期限延長の対象となる
方には、年金事務所から個別にお
知らせが送付されます。詳しくは
そちらをご確認ください。
逢中央年金事務所お客様相談室
　☎（３５４３）１４１１(代表)
　 （音声ダイヤル「１」を選択、その

後「２」を押してください）

　現在お手元にある保険証は、７月
31日（金）が有効期限です。新しい保
険証は７月中旬に簡易書留で郵送し
ます。届きましたら、氏名・生年月
日など記載内容をご確認ください。
◎ ８月から保険証のサイズを変更し

ます。
有効期限
　令和４年７月31日（２年間）
◎ 保険料を長い間滞納している方は、

保険料の納付相談をした上で有効
期限の短い保険証をお渡しする場
合があります。
一部負担金の割合の判定

　前年中の所得を基に、医療機関の
窓口で支払う医療費の一部負担金の
割合を新たに判定します。判定の結

果、負担割合が変更になる方には、
変更後の負担割合を記載した新しい
保険証を７月中旬に郵送します。新
しい保険証は８月１日（土）から使用
できます（負担割合の詳しい判定方
法は別図２のとおり）。
基準収入額適用申請
　３割負担と判定されても、収入金
額が一定額未満の場合、申請によっ
て１割負担となる場合があります

（別図２のとおり）。
　該当する方には、「基準収入額適
用申請書」を送付しています。収入
金額を証明できる書類（確定申告書
の写しなど）を添えて提出してくだ
さい。
逢保険年金課資格係
　☎（３５４６）５３６２

国民健康保険高齢受給者証の更新
（70～74歳の方）

国民健康保険特定疾病療養受療証の更新

限度額適用（限度額適用・標準負担額減額）
認定証の更新

後期高齢者医療制度保険証の更新・
一部負担金の割合の判定

いいえ

いいえ

いいえはい

はい

はい

負担割合 2割 3割

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から
後期高齢者医療制度へ移行された後も継続し
て同一の世帯に属する方です。

に該当すると思われる方には、
基準収入額適用申請書をお送りします。

別図1  負担割合の判定方法（高齢受給者証）

（※）

70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得がいずれも145万円未満である。

７０歳以上の国保被保険者の総所得金額等から基礎
控除（３３万円）した額の合計額が２１０万円以下である。

収入による再判定（基準収入額適用申請） 
①70歳以上の国保被保険者が１人で、総収入金額が
３８３万円未満である。
②70歳以上の国保被保険者が２人以上で、総収入金
額の合計額が５２０万円未満である。

③70歳以上の国保被保険者が１人で、特定同一世帯
所属者（※）との総収入金額が５２０万円未満である。
①～③のいずれかに該当し、基準収入額適用申請をし
て、申請が認められている。　　　　　　

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

い
は

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

認められると
1割負担

に該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書をお送りしています。  

別図2  負担割合の判定方法（後期高齢者医療制度）
本人および同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得
がいずれも145万円未満である。

1割負担 本人および同じ世帯に昭和20年1月2日以降生まれの後
期高齢者医療制度の被保険者がいる。

本人および同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の総
所得金額等から基礎控除（３３万円）した額の合計額が210万円
以下である。

本人の前年の収入額が、
３８３万円未満である。

本人および同じ世帯にいる後期高齢者医療制度
の被保険者の前年の収入合計額が、520万円未
満である。　　

3割負担
（現役並み
所得の方）

基準収入額
適用申請が
認められると
1割負担

基準収入額
適用申請が

後期高齢者医療制度の被保険者と
同じ世帯の中に、国民健康保険や
会社の健康保険などに加入の70～
７４歳の方がいる場合、その方と本
人の前年の収入合計額が、５２０万
円未満である。

1割負担

同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は本人のみである。

障害年金診断書の提出期限を１年間延長

国民健康保険加入者への
ジェネリック差額通知の送付

後期高齢者医療制度の保険証の更新
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令和２年（2020年）7月1日（水曜日） No.１４３４区のおしらせ 7 月 1 日号

(7)テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM10：00・PM0：00・PM8：00）、
東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM9：30・PM0：00・PM7：30）、J：ＣＯＭ東京のケーブルテレビ111チャンネル（毎日
PM0：15・PM8：15）で放送しています。

記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス） １講座名など
 ２氏名・ふりがな
 ３〒・住所
 ４電話番号
 ５年齢
 ６その他必要事項

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

１人１枚
限り

◎問に〒・住所が記載されていない場合の宛先は
　〒104-8404
　築地1－1－1中央区役所
　○○課○○係（問の宛名） 
◎「電子申請も可」と記載されているものは
　区のホームページの電子申請から申し込みも可能

施　設
図書館の臨時休館
　全館清掃･消毒などのため下記の
とおり休館します。
［京橋図書館］
　７月23日（祝）、９月21日（祝）
［日本橋図書館］
　７月27日（月）、９月７日（月）
［月島図書館］
　７月22日（水）・23日（祝）、９月21
日（祝）
◎ 日本橋図書館は、休館日を変更し

たため７月23日（祝）は開館してい
ます。
逢京橋図書館
　 ☎（３５４３）９０２５
　日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
　月島図書館
　☎（３５３２）４３９１

保健・医療・福祉
特定健診・がん検診
亜�40歳以上の区民の方
阿�６・７月生まれの方へ「がん検診等

受診券」を７月下旬ごろ発送します。
挨�無料（ただし、精密検査および検

診内容以外の検査は受診者負担）
◎��誕生月が８月以降の方で、早めの

受診を希望される方はご連絡くだ
さい。
逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７

中高年齢者のための 
パソコン教室
唖・１回目
　８月３日～27日の毎週月・木曜日
　計８回
・２回目
　９月３日～28日の毎週月・木曜日
　計８回
　午前10時～正午
娃�シニアセンター１階
亜�50歳以上の区内在住・在勤のパソ

コン初心者
阿�インターネットとメール

を中心とした説明、操作
（OSは、Windows8.1）
を学習します。
愛�各回５人（申し込み多数の場合は

抽選）
挨�無料
姶�７月17日（必着）までに往復はがき

に①～⑤（７面記入例参照）⑥パソ
コン経験の有無・年数⑦希望する
回を記入して申し込む（電子申請
も可）。
逢�〒104－0051
　中央区佃１－11－１
　シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３

]令和２年度東京都子育て支援
員研修（第２期）受講者募集
亜�区内在住・在勤で、今後子育て支

援員として就業する意欲のある方
阿�子育て支援の分野に従事する上で

必要な知識や技能などを有する「子
育て支援員」の養成研修（地域保育
コース・地域子育て支援コース・放課
後児童コース・社会的養護コース）

◎ 応募方法について詳しくはホーム
ページをご覧ください。
地域保育コースについて
逢（公財）東京都福祉保健財団
　☎（３３４４）８５３３
茜�http://www.fukushizaidan.jp/ 

111kosodateshien/
地域子育て支援コース・放課後児
童コース・社会的養護コースにつ
いて
逢（株）東京リーガルマインド
　☎（５９１３）６２２５
茜�https://public.lec-jp.com/koso 

date-tokyo/
本研修制度全般について
逢�都福祉保健局少子社会対策部計画

課
　☎（５３２０）４１２１

スポーツ
第74回区民体育大会水泳大会
唖�９月６日（日）
　午前９時30分～
娃�総合スポーツセンター温水プール
亜�区内在住・在勤・在

学者で定期的に水泳
の練習をしている小
学生以上の方
挨�無料
姶�７月31日（必着）までに所定の申込

用紙に記入の上、中央区体育協会
事務局に郵送で申し込む。
◎��実施要項および申込用紙は中央区

体育協会の事務局窓口で配布する
他、区または中央区体育協会のホ
ームページからダウンロードする
こともできます。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
茜https://www.chuo-taikyo.jp/

少年少女バドミントン大会
唖�９月12日（土）　午前９時～
娃�総合スポーツセンター

主競技場
亜�区内在住・在学の小学

生男子ペアおよび女子ペア
［種目］
　小学校４・５・６年生のそれぞれ

男子・女子の部
［試合方法］
　ダブルスによるトーナメント方式
挨�無料
姶�７月27日（必着）までに往復はがき
（１組１枚限り）に①大会名②２人
の氏名・ふりがな・性別・住所・

電話番号③学校名④学年⑤クラブ
またはスポーツ少年団に入ってい
る場合はその名称⑥ペアどちらか
一方の返信用の宛先（住所・氏名）
を記入して申し込む。
◎��男女混合ペアによる申し込みはで

きません。
◎��ラケット・練習用のシャトルは各

自でご用意ください。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９

税
令和２年分所得税および復興
特別所得税の納期限（予定納
税第１期分）
　納期限は、７月31日（金）です。納
期限までに納付をお願いします。
逢�東京国税局電話相談センター（税

務署の代表電話から音声案内で１
番を選択）

　日本橋税務署
　☎（３６６３）８４５１
　京橋税務署
　☎（４４３４）００１１

その他
道路に看板・日よけを出すと
きは道路占用許可が必要
　道路の上空に看板や日よけを設置
するなどして、道路を継続して使用
することを道路の占用といいます。

　道路を占用するときは、あらかじ
め、道路管理者の許可を受けるとと
もに、政令や条例で定められた占用
料を支払う必要があります。また、
道路占用許可を受けるには、占用物
件ごとに基準が定められています。
　なお、占用許可期間
満了後、引き続き占用
する場合は、更新手続
きが必要です。
逢・区道について
　道路課道路占用係
　☎（３５４６）５４１７
・�区内の都道について
　 都第一建設事務所管理課（占用担

当）
　☎（３５４２）１４７４
・�区内の国道１号・４号・６号・14

号・15号・17号について
　 東京国道事務所管理第一課占用第

一係
　☎（３５１２）９０９６

「中央区地域スポーツクラブ
大江戸月島」動画配信開始
　中央区地域スポーツクラブ大江戸
月島では、自宅でできる運動などの
動画を配信しています。３～５分程
度の動画で、サッカーや体操、空手な
どさまざまな種目の練習方法などを
紹介していますのでご活用ください。
茜�中央区地域スポーツクラブ大江戸

月島事務局
　https://oedo.tokyo.jp
絢contact@oedo.tokyo.jp
◎ ４月１日からホームページアドレ

ス、Eメールアドレスが変わりま
した。

令和２年度特別区職員（経験
者・Ⅲ類・障害者対象・就職
氷河期世代対象）採用試験
第一次試験
［経験者採用試験・就職氷河期世代
対象採用試験］
　９月６日（日）
［Ⅲ類採用試験・障害者対象採用選
考］
　９月13日（日）
試験区分
　別表１のとおり
申し込み方法・期間など
　別表２のとおり

試験案内・申込書配布場所
　区役所１階まごころステーショ
ン・３階職員課、日本橋・月島特別出
張所および特別区人事委員会事務局
◎�受験資格・採用予定数など、詳し

くは採用試験案内または特別区人
事委員会ホームページをご覧くだ
さい。

逢�特別区人事委員会事務局任用課採
用係

　☎（５２１０）９７８７
　職員課人事係
　☎（３５４６）５２４８
茜�http://www.tokyo23city.or.jp/

saiyou-siken.htm
別表1

採用区分 試験区分

経
験
者

1級職 事務・土木造園（土木）・建築・機械・電気・
福祉・児童福祉・児童指導・児童心理

2級職
（主任）

事務・土木造園（土木）・建築・福祉・
児童福祉・児童指導・児童心理

3級職
（係長級） 児童福祉・児童指導・児童心理

Ⅲ類・障害者対象・就職氷河
期世代対象 事務

別表2
採用区分 申し込み

方法 申込期間 申込先

経験者・Ⅲ
類・障害者
対象・就職
氷河期世代
対象

郵送 7月14日（火）まで
（消印有効）

〒102－0072　
千代田区飯田橋3－5－1
特別区人事委員会事務局任用課

インター
ネット

7月16日（木）午後5時
まで（受信有効） 特別区人事委員会ホームページ
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(8) 「区のおしらせ　ちゅうおう」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一
部店舗を除く）、都営地下鉄の駅（東銀座・宝町・築地市場・日本橋・人形町・東日本橋・馬喰横山・浜町・勝どき・月島）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東
銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。
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別表

競技種目
参加資格
（区内
在住者）

定　員

２
㎞

小
学
生

男子の部（1・2年生） ２
㎞
を
30
分
以
内
で
走
れ
る
方

150人
女子の部（1・2年生）
男子の部（3・4年生）

150人
女子の部（3・4年生）
男子の部（5・6年生）

150人
女子の部（5・6年生）

ファミリーの部（※1・2） 75組
（※1）親子・兄弟など家族でのペアに限ります。
（※2）�ラスト50ｍはペアで手をつないでゴール

します。

公式ツイッター開設
　７月１日（水）から、「区民スポー
ツの日」公式ツイッターの運用を開
始しました。参加をご希望の皆さん
のフォローをお願いします。
ユーザー名
　@chuo_sports_day
発信する主な内容
・�マラソン大会の参加者募集情報
・イベントの情報
・�交通規制情報およびバスの迂回運
行情報
・�開催当日のマラソン大会やイベン
トの様子
・当日雨天であった場合の開催情報

◎�公式ツイッターは、「区民スポー
ツの日」実行委員会からの情報発
信専用です。ツイッターでの問い
合わせ（リプライ、ダイレクトメ
ッセージなど）には対応できませ
ん。

逢大会全体について
　�「区民スポーツの日」実行委員会事
務局（スポーツ課内）

　☎（３５４６）５５３１
◎�インターネットでの申し込みにつ
いては、RUNNETサポートセン
ターへお問い合わせください。

茜RUNNETサポートセンター
　https://runnet.jp/help/

　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の防止を図るため、５㎞、10㎞
の部を中止するなど、例年より規模
を縮小して開催します。
日　時
　10月11日（日）
　午前９時～
◎各種目ごとに順次スタートします。
◎雨天決行です。
会　場
　月島運動場周辺道路（走路略図の
とおり）
参加資格
　区内在住者（申し込み多数の場合
は抽選）
競技種目など
　別表のとおり
◎�関門を設け、午前９時40分までに
通過できない場合は失格とします
（走路略図のとおり）。
◎�全ての種目において、午前９時45
分までにゴールできない場合は失
格とします。
◎�障害のある方で単独参加が困難な
方は、伴走者を１人付けて参加す
ることができます。
表　彰
　各部とも１位から３位までの方に
賞状およびメダルを、４位から８位
までの方に賞状を贈呈します。ファ
ミリーの部は、ゴール後抽選を行い
３組に記念品を贈呈します。
　また、参加者全員に参加賞を、完
走者には完走証を差し上げます。

参加費
２㎞小学生の部
　800円
ファミリーの部
・大人（高校生を含む）　1,500円
・中学生以下　800円
◎�参加費の他に当選時事務手数料
220円が必要です。

◎�当選時の払込手数料については、
コンビニエンスストアが66円、ゆ
うちょ銀行または郵便局が203円
です。ただし、インターネットに
よる申し込みには払込手数料はか
かりません。
申し込み方法など
　別記のとおり
◎�申し込み多数の場合は抽選です。
落選の場合は、メールまたははが
きでお知らせします。
◎�インターネットで申し込みをされ
た当選者には入金案内メールを、
専用振替用紙で申し込みをされた
当選者には払込用紙を送付します
ので、期日までにお支払いくださ
い。
◎�参加費のお支払いを指定期日まで
に完了された方が、参加確定者と
なります。
お願い
　当日の午前８時30分から10時30分
まで走路内は交通規制を行いますの
で、迂

う

回
かい

にご協力をお願いします。
また、安全のため走路内路上に駐車
しないようお願いします。

別記
●インターネットで申し込みをする場合
申込期間　７月１日（水）～20日（月）
◎�https://runnet.jp/　（24時間アクセス可能）へアクセスしてお
申し込みください。受け付け後、確認のメールを送信します。
◎�RUNNETを初めてご利用いただく方は、会員登録が必要となります。
◎RUNNETは（株）アールビーズが運営しています。
●専用振替用紙で申し込みをする場合
申込期間　７月１日（水）～14日（火）
◎�区施設に置いてある「マラソン大会募集要項」に付いている専用
振替用紙に必要事項を記入の上、最寄りのゆうちょ銀行または
郵便局からお申し込みください。
◎�専用振替用紙で申し込みをする場合は、申し込み時事務手数料
100円と払込手数料203円が必要です。

走路略図

「区民スポーツの日」
10月11日（日）

第32回

マラソン大会
参加者募集

◎コースは交通事情
　により変更となる
　場合があります。

［お詫びと訂正］
　「区議会だより」６月15日号
に誤りがありました。お詫び
して訂正します。
２面「区議会の構成」委員会名
正　議会運営委員会
誤　議員運営委員会
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